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令和６年能登半島地震の影響による特別労働相談窓口の開設 

 

    福井労働局（局長 田原孝明）は、令和６年１月１日に発生した能登半島地震の影響により、

３市（福井市、あわら市、坂井市）に被害が発生していることを踏まえ、解雇や休業等に関する 

 労働相談に対応するため、特別労働相談窓口を開設しました。 

 

 

１ 開設日時 令和６年１月４日（木） 

 

２ 開設場所 福井労働局 雇用環境・均等室 「特別労働相談窓口」 

          福井市春山１丁目１－54 春山合同庁舎９階 

               TEL ０７７６－２２－３３６３ 

 

   ３ 開設時間 ８時 30 分～17 時 15 分（平日） 

 

   ４ 相談内容 令和６年能登半島地震の被災事業者又は労働者等からの各種労働相談 

について 

令和６年１月５日 

【照会先】 

福井労働局雇用環境・均等室 

監理官   横山 克行 

室長補佐  南  知栄 

電 話  （0776）22-0221 

Press Release 
 
～ふくいの「働く」を支えます～ 


